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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

 

 

2021年 3月 10日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 1号】 

再開発の主体は地権者である  

再開発計画があることは皆さまも以前からご存じのことと

思いますが、いよいよその事業計画が本格的に進みはじめ

る兆しが出て来たようです。 

このことはつまり私たち地権者一人一人が再開発へ同意す

るか否かの決断を行わなければならない時期が近づいてい

ることを意味します。 

一方で、私たちの多くは再開発に対する基礎知識や充分な

理解力をまだ身につけておらず、そのような状況下で安易

に再開発へ同意すれば、後日後悔することになりかねませ

ん。そこで私たち地権者有志は勉強会を立ち上げ、事業者

側からの説明だけではなく、地権者側も自ら積極的に勉強

し、再開発のメリット・デメリットを地権者目線で皆さま

へお伝えして行くこととします。 
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再開発は地権者が主体である！ 

さて港区は、再開発とは、地権者が自らの発意と合意に基

づき共同で進めて行く街づくりだと説明しています。つま

り事業主体はあくまでも私たち地権者であってデベロッパ

ーではないのです。「地権者が主体」と聞けば悪い気はしま

せんが、このことは即ち「事業リスク」も私たち地権者が

負うことを意味しますので注意が必要です。例えば、再開

発で立派な高層ビルを建てたとしても、結局「床が埋まら

ず損失が生じてしまった」となった場合、私たち地権者が

共同でその損失補てんを行うことになるのです。 

一方、デベロッパーによっては「当社が床を買い取る予定

なので心配は入りません」と声をかけてくれるのだそうで

す。地権者にとっては大変ありがたい言葉です。しかしそ

の場合は必ず書面で確約を取り付けておくことが必要とな

ります。不動産取引では「口約束」は実行されないことが

あり、また後日「言った、言わない」でトラブルになるケ

ースもあるため、書面による確約の取り付けは不動産取引

では常識なのだそうです。 

私たちは今後も「勉強会」を通じて、このような再開発や

不動産取引に関わる基礎知識をどんどん身につけて、皆さ

まへ参考情報としてお伝えして行く所存です。  
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